
 
重 要 事 項 説 明 書  

（第一号通所事業） 

  

 あなたに対する第一号通所事業サービス提供開始にあたり、厚生労働省令第３９号第４

条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１ 事業者 

事業者の名前 一耀会 

法人所在地 岡山市南区福富東１－７－４３ 

法人種別 社会福祉法人 

代表者氏名 佐藤 能之 

 電話番号 ０８６－２６３－７０００ 

 

２ ご利用施設 

センターの名称 リハビリセンター うららか 

センターの所在地 岡山市南区福富東２－２－６ 

センター長名 尾﨑 百合那 

電話番号 ０８６－２６３－７０００ 

ファクシミリ番号 ０８６－２６３－７１１７ 

 

３ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 この事業は、介護保険法の理念に基づき、要支援状態または生活機能の

低下が見られる高齢者に対して適切な通所型サービスを提供すること

を目的とします。 

施設運営の方針 当センターにあっては、①人権を尊重し、自立を促すために個々の状 

況に応じた支援に努めます。②自由意志を尊重し、残存能力の積極的 

な活用を図ります。③通所時間中は明るく楽しく安心して過ごせるよ 

う努めます。 

 

４ 施設の概要 

建築面積 107.30   ㎡ 

リハビリセンター部分 98.8   ㎡ 

機能訓練室部分 39.15 ㎡ 

 

５ 職員の体制（主たる職員） 

職 種 員 数 職  務  内  容 

管理者 １名 常勤 兼務 事業所の業務を統括し、従業者の管理を行いま 

す。 



生活相談員 １名以上 

 

利用者及び家族の必要な相談に応じるととも 

に、適切なサービスが提供されるように事業所 

内のサービス調整、居宅介護支援事業者等との 

連携を行います。 

介護職員 １名以上 

 

通所介護の提供に当たり利用者の心身の状況等 

を的確に把握し、適切な介護を行います。 

機能訓練指導員 

 

１名以上 

 

利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退 

を防止するために必要な機能訓練を行います。 

 

６ 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 休暇 

施設長 ８：３０～１７：３０ ４週６休 

生活相談員 ８：３０～１７：３０ 

介護職員 

 

８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 ８：３０～１７：３０ 

 

７ サービスの概要 

種類 内          容 

日常生活の援助 ・排泄－来所者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の 

    自立についても適切な援助を行います。 

・整容－個人の尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 

機能訓練 ・機能訓練指導員による通所者の状況に適合した機能訓練を行い、身 

 体機能の低下を防止するよう努めます。 

健康管理 ・バイタルチェックを毎回行い、健康状態をチェックします。 

 送迎サービス ・当センターでは、自力通所困難な方には、利用者の能力に応じた送 

 迎車を使用し安心かつ快適に通所して頂けるよう配慮致します。 

 

相談及び援助 ・当センターは、通所者及びその御家族からのいかなる相談について 

 も誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うように努めます。 

社会生活上の 

 便宜 

・当センターでは、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、センター 

 での時間を実りあるものとするため、適宜レクリエーション行事を 

 企画します。 

 

８ 営業日及び営業時間 

営 業 日 年末年始の１２月３１日から１月３日、土曜日午後、国民の休日を除

く、月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日 



営業時間 

①ｻｰﾋﾞｽ提供時間 

②ｻｰﾋﾞｽ提供時間 

８：３０から１７：３０ 

９：００から１２：１５ 

１３：３０から１６：４５ 

 

９ 利用定員 

利用定員  １０名 

 

１０ 利用料 （別表１参照） 

（１）法定給付 

区   分 利  用  料 

法定代理人受領の場合 岡山市が定める額に「介護保険負担割合証」に記載された割合

に乗じた額 

法定代理人受領でない場合 岡山市が定める額 

 

（２）法定外給付 

区  分 利  用  料 

日常生活に要す 

る費用で本人に 

負担いただくこ 

とが適当である 

もの 

・喫茶行事飲食代金 １００円 

 

送迎区域外費用 ・通常の実施区域（北：十日市、南：淡水湖、東：旭川、西：３０号 

 線）を越える送迎に関しては、実施区域外１㎞につき５０円としま 

 す。 

時間外通所介護 ・時間外の延長通所介護については、1時間２００円とします。 

   

１１ 苦情等申立先 

苦情受付担当者 

苦情処理責任者 

申し立て方法 

介護職員   宗 久美子 

センター長  尾﨑 百合那 

①TEL：０８６－２６３－７０００ 

②FAX：０８６－２６３－７１１７ 

③ホームページ： http.www//sato-hp.com 

④E メール   ： uraraka@sato-hp.com 

⑤施設に来所して頂く 

①⑤については、以下の時間・曜日にお願いします。 

曜日：月～土（日祝祭日は、休み） 

時間：９：００～１７：００（土は、９：００～１２：００） 

 その他の苦情受 

付窓口 

岡山市事業者指導課      TEL ０８６－２１２－１０１３ 

岡山県国民健康保険団体連合会  TEL ０８６－２２３－８８１１ 



・円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順 

（１）利用者から苦情の申し立てがあった場合は、その内容を苦情処理台帳に記載します。

ご意見箱の苦情についても同様とします。 

（２）受け付けた苦情処理について、関係者と協議し、その結果を、申し立て者に報告し

ます。 

（３）苦情受付担当者の処理により解決出来ない物については、苦情処理責任者に申し出

    苦情処理委員会を招集し協議し、その結果を申し立て者に報告します。 

（４）必要に応じて第三者委員会に連絡し協議し、その結果を申し立て者に報告します。 

（５）損害賠償が必要なケースについては保険会社と協議の上対応します。 

（６）苦情処理責任者は、あらゆる苦情についての情報を、担当職員を含む全職員に通達

   し、具体的な対応を指示し、再発の防止に努めます。 

（７）担当者は、苦情処理結果を台帳に記載し、整理します。 

（８）苦情処理経過については御利用者、御家族の了解を得た上で、匿名で公開します。 

 

１２ 事故発生時の対応 

     ①迅速な事故処理をします。 

     ②利用者の家族、市町村等に連絡を取ります。 

     ③損害賠償の責めを負う必要があるときは速やかに応じる。 

     ④再発防止策を講じる。 

     ⑤事故の状況及び事故に際して取った処置について記録をします。 

 

１３ 身体拘束の禁止 

     原則として利用者の自由を制限するような身体拘束を行わない事を約束します。 

  但し、緊急やむを得ない理由により拘束せざるを得ない場合には事前に利用者 

  及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得ると共に、その態様及び時間、そ 

  の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

１４ 虐待防止のための措置 

     当施設は利用者の人権の擁護及び虐待などの防止のため、虐待の防止に関する責 

  任者の選定、従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施、そ 

  の他虐待防止のために必要な措置を行います。また、指定予防通所介護サービス 

  の提供に当たり当該従業者又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護する者） 

  による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町 

  村に通報いたします。 

 

１５ 成年後見制度の活用支援 

     当施設は、利用者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の 

  利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行いま 

  す。 

 



１６ その他施設の運営に関する重要事項 

     当施設は、指定予防通所介護サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の 

  日から５年間保存します。 

 

１７ 協力医療機関 

医療機関の名称 佐藤病院 

院長名 小倉 俊郎 

所在地 岡山市 南区 築港栄町 ２－１３ 

電話番号 ０８６－２６３－６６２２ 

診療科 内科、外科、整形外科 他 

入院設備 ベット数９３床 

緊急指定の有無 有 

 

18 非常災害時の対策 

非常時の対応  別途定める「社会福祉法人一耀会老人福祉施設うららか 消防計 

画」にのっとり対応を行います。 

平常時の訓練等防 

災設備 

 別途定める「社会福祉法人一耀会老人福祉施設うららか 消防計 

画」にのっとり年２回夜間および昼間を想定した避難訓練を、通所 

者の方も参加して実施します。 

誘導灯 あり 防炎カーテン あり 

消防計画等 消防署への届出済みです。防火管理者：小野 真義 

 

 

 

 

19 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

居室・設備・器具 

の利用 

センター内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用 

下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償し 

て頂く事があります。 

喫煙・飲酒 喫煙、飲酒はできません。 

迷惑行為等 騒音等他の通所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

宗教・政治活動 センター内で他の通所者に対する宗教活動および政治活動はご遠 

慮ください。 

動物飼育 センター内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。 

 

 

 

 



以上の事を重要事項説明書の交付を受け、十分に説明を受け内容を理解し同意致します。 

 

 

  年  月  日 

 

氏 名： 

 

 

代 筆 者 氏 名 ： 

 

代筆した理由： 

 

 

 

身 元 保 証 人 氏 名： 

 

 

 

 

 

所在地 〒７０２－８０３３ 岡山市南区福富東１－７－４３ 

名 称  社会福祉法人一耀会 

代表者   佐藤 能之      

電話番号 ０８６－２６３－７０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表１） 

  ●介護保険による利用料 （ 1割負担 ） 
 

   介護度による負担額 １ヶ月   要支援１、事業対象者 １，８２４円 

  要支援２        ３，６７２円 

介護職員処遇改善加算 

介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

     デイサービス総利用単位数に5.9%加算 

デイサービス総利用単位数に1.0%加算 

デイサービス総利用単位数に1.1%加算 

  

 

  ●介護保険による利用料 （ 2割負担 ） 
 

   介護度による負担額 

 

１ヶ月   要支援１、事業対象者 ３，６４７円 

  要支援２        ７，３４４円 

介護職員処遇改善加算 

介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

     デイサービス総利用単位数に5.9%加算 

デイサービス総利用単位数に1.0%加算 

デイサービス総利用単位数に1.1%加算 

  

 

●介護保険による利用料 （ 3割負担 ） 
 

   介護度による負担額 

 

１ヶ月   要支援１、事業対象者 ５，４７０円 

  要支援２       １１，０１５円 

介護職員処遇改善加算 

介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

     デイサービス総利用単位数に5.9%加算 

デイサービス総利用単位数に1.0%加算 

デイサービス総利用単位数に1.1%加算 

  

 

 

   

 



 

第三者委員会  

 

 社会福祉法第８２条（社会福祉事業の経営者による苦情解決）に定める福祉サ

ービス苦情解決における「第三者委員」を下記の通り定める。  

 

１．氏名   長江 慧（ナガエ サトル）氏  

性別   男性  

  生年月日 昭和１８年６月２６日  

  職業   福島学区社会福祉協議会会長 

  郵便番号 ７０２－８０５３  

  住所   岡山市南区築港栄町７-５  

  電話   ０９０－７３７５－２２３３ 

受付   月～金曜日（９：００～１７：００）  

 

２．氏名   濱手 貞男（ハマテ サダオ）氏  

  性別   男性  

  生年月日 昭和８年９月１８日  

  職業   元身体障害者職業生活相談員・元民生委員・元児童委員  

  郵便番号 ７０２－８０２６  

  住所   岡山市南区浦安本町１８３－６  

  電話   ０８６－２６２－２４０８ 

受付   月～金曜日（９：００～１７：００）  

 

※尚、利用者・家族等、苦情に関しては、第三者委員会に対して直接申し立てる

ことが出来ます。 

 

 


